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保険代理店の賠償責任と
最近の事故例

保険代理店が置かれているコンプライアンスの環境を、保険業法の改正も踏まえて再確認しながら、
代理店にとっての、いわゆる「保険のプロのための賠償責任保険」の必要性を解説していただきます。
また、全国のトラブル事例から “ 生きた教訓 ” を学び、経営品質の向上にお役立てください。
「賠責セミナーは一度聴いたことがあるから…」ではなく何度でも、そしてできるだけ多くの従業員
の皆さんに聴いていただきたい内容です。Zoom ウェビナーで行います。

「説明誤りなどにより、契約者や保険会社から
法律上の損害賠償を請求されたら・・・」

木
15:00～17:009 2 開始時間の３０分前から Zoomウェビナーに入室できます。
入室後、セミナー開始までしばらくお待ちください。

参加申込みは専用フォームから！

※お申込みのメールアドレス宛に
　セミナー参加のご案内（URL）を
　お送りします。メールアドレスは
　正確に入力してください。

申込み〆切り：８月２７日（金）
https://forms.gle/XRX4bFrKng73UaTr8

一般社団法人 
大分県損害保険代理業協会

《問合せ先》

Tel) 097-529-7841     Fax) 097-529-7842
 

〒870-0933
大分市花津留 1 丁目１-２３  河野ビル２階

大分県代協ホームページ https://www.oitadaikyo.or.jp/

（大分県代協事務局）

オンラインセミナー（参加費無料）定員300名

従業員の皆様とご一緒に、保険代理店の賠償事故事例について考えてみませんか？

日本代協／九州北ブロック協議会
　（福岡県代協・大分県代協・佐賀県代協・長崎県代協）主催



従業員の教育には気を配っているけど
ウッカリ間違った説明をして

賠償請求されないか時々心配に…。

そんぽADRへの相談・苦情・紛争は 2019年度受付 32,240 件
損保協会のお客様対応窓口である【そんぽ ADRセンター】には、損害保険に関する苦情や
相談が消費者から寄せられ、2019 年度はその合計が 32,240 件となっています。
紛争となり、代理店が損害賠償請求される案件も少なくありません。保険金を支払った保険
会社から代理店への求償も進み、今後、代理店が抱える賠償への不安が高まっています。

代協会員はリーズナブルな保険料で
「代理店賠償責任保険」に加入できます。

万一の場合に備えて保険の重要性を伝える仕事をしている代理店自身が、
損害賠償請求への備えをしなくてよいのでしょうか！？
一般のビジネス保険では、賠償請求に対応できません。
代協会員は、リーズナブルな保険料で “代理店と募集人を守る ”ための
団体保険、代理店賠責『日本代協新プラン』に
加入できます。

（保険料例）募集人３人で年間保険料 14,000 円

もしかして、あなたも賠償請求されるかも!?

「重要事項説明誤り」でも「事務手続きミス」でもなく、保険会社が契約者に対し
支払った保険金を「保険会社の引き受け方針に反した契約締結を行った」として、
代理店に高額が求償されたが、和解で解決し、支払いとなったもの。

代理店を
守る！

詳しくはこちらを
ご覧ください。

まさか自分が…!?

まさかこのお客様の
契約で…!?

想定支払例：高額支払

【そんぽADR】に持ち込まれた事案で、申立人と保険会社とで和解が成立したが、
保険会社から代理店に求償が行われ、結果的に支払いとなったもの。

想定支払例：約200万円
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